
 

   小規模事業者持続化補助金(持続化補助金） 
   申請個別相談会開催のご案内 

  

福井商工会議所では、「持続化補助金」の申請をお考えの事業所を対象に、下記の通り個別

相談会を開催します。お気軽にご相談ください。 

【個別相談会】 

（日 時）・相談月日：令和元年５月１５日（水）、１６日（木） 

     ・相談時間：午前９：００～１２：００／午後１３：００～１７：００ 

            （１社あたりの相談時間：５５分） 

（会 場）福井商工会議所 ２階 中小企業総合支援センター 相談ブース 

（相談例）◯制度の内容を教えて欲しい ◯申請書作り込みのアドバイスが欲しい 

（相談料）無料【ただし事前のお申込みが必要です／申込締切：５月１３日（月）】 

（お申し込み・お問い合わせ先） 福井商工会議所 経営支援・人材育成課 

           TEL:0776-33-8283  E-mail keiei@fcci.or.jp 

【持続化補助金とは？】 

売上拡大や新規の顧客・販路の開拓を目的に、小規模事業所の方が経営計画を作成し、計画に基

づいて実行する取り組みに対し、かかった費用の２／３（上限５０万円）を補助する制度です。 

⇒申請締切６月１２日／詳しくは「持続化補助金」で検索！ 

 （小規模事業者とは：卸売業・小売業・サービス業の場合は常時雇用する従業員が５名以下、 

それ以外の製造業・宿泊業・建設業などの場合には２０名以下の事業所） 

【対象となる売上拡大・販路開拓・販促活動の取り組みの事例】 

①広 告 宣 伝：新たな顧客の取込みを狙って新メニュー・新商品を導入し、チラシを作成・配布、 

ＨＰを立ち上げて広くＰＲする 

②店 舗 改 装：幅広い年代層（ファミリー・女性グループ・シルバーなど）の集客を図るため、 

店舗をバリアフリー化、洋式トイレに改修する 

③機材の導入：新たなサービスメニューの提供のために機械等を導入する 

  

「小規模事業者持続化補助金」個別相談会 申込書        Fax：0776-50-6789 

事業所名  ＴＥＬ (       )     - 

住 所 〒    - ＦＡＸ (       )     - 

相談者 （役職）        （お名前）         （E-mail） 

希望日 

※下記のご都合の良い日時に○印をご記入ください（ご相談時間を調整して改めてご連絡を差し上げます） 

第一希望 5/15 午前  5/15 午後  5/16 午前  5/16 午後  

第二希望 5/15 午前  5/15 午後  5/16 午前  5/16 午後  

相談内容 

※簡単にご記入ください 

 

※ご記入いただいた内容は、福井商工会議所からの各種連絡・情報提供のために利用させていただくことがあります。 

    また、ご記入いただいたメールアドレス宛に「福井商工会議所 E-mail News」をお届けさせていただきます。 

公募 

開始！ 


